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１ 実施計画の趣旨 

習志野市一般廃棄物処理実施計画（以下、「実施計画」という.）は、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項及び廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第１条の３並びに習志野市

廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

   本計画は、習志野市一般廃棄物処理基本計画（以下、「基本計画」という。）に定めら

れた内容について、当該年度に取り組む具体的な施策を定めるものとします。 

 

３ 一般廃棄物の排出の状況 

（１）計画区域 

    習志野市全域とする。 

（２）一般廃棄物の減量目標値 

減量目標値は基本計画に合わせて設定していますが、すでに達成している一方で、

廃棄物の減量は引き続き必要であることから、今後、基本計画の改定にあわせて目標

値を見直す予定です。 

区  分 
令和８年度 

目標値 

平成３１(令和元)年度 

実績値 

家庭系一般廃棄物 ３６，０１３ｔ  ３７，８５６ｔ  

 

収
集
ご
み 

燃えるごみ ２７，８８１ｔ  ３０，０６３ｔ  

燃えないごみ １，１５６ｔ  １，１４４ｔ  

粗大ごみ ３８５ｔ  ４１９ｔ  

有害ごみ １２８ｔ  １１２ｔ  

資源物 ５，４１６ｔ  ４，９９５ｔ  

搬
入
ご
み 

燃えるごみ ６４ｔ  ６９ｔ  

燃えないごみ １９ｔ  １５ｔ  

粗大ごみ ９６４ｔ  １，０３９ｔ  

事業系一般廃棄物 １５，０６６ｔ  １５，３７２ｔ  

団体回収 ２，２４８ｔ  ２，２１７ｔ  

合  計 ５３，３２７ｔ  ５５，４５５ｔ  

生活排水一般廃棄物（令和８年度） ３，０３０ｋｌ ４，１０３ｋｌ 

 し尿 ２９２ｋｌ ５０７ｋｌ 

浄化槽汚泥 ２，７３８ｋｌ ３，５９６ｋｌ 

※ 実績値は、令和４年３月策定の「習志野市一般廃棄物処理基本計画」において、最新の発生量（実

績値）を平成３１（令和元）年度としているため、本実施計画もこれを採用しています。 
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４ 一般廃棄物の処理主体及び処理方法 

注）清掃工場の運転は委託 

 注）し尿及び浄化槽汚泥は船橋市西浦処理場で処理（令和４年４月１日より） 

一般廃棄物の種類 収集運搬主体 

中間処理 最終処分 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

家
庭
系
一
般
廃
棄
物 

燃えるごみ 
市（委託） 

排出者(直接搬入) 
市(直営) 溶融処理 

市（委託） 埋め立て 

燃えないごみ 
市（直営・委託） 

排出者(直接搬入) 

市（直営） 

市（委託） 

溶融処理 

資源化 

粗大ごみ 
市（委託） 

排出者(直接搬入) 

市（直営） 

市（委託） 

溶融処理 

資源化 

有害ごみ 
市（直営） 

排出者(直接搬入) 
市（委託） 資源化 

資源物 
市（委託） 

排出者(直接搬入) 

市（委託） 
再資源化
事業者等 

資源化 － － 

事
業
系
一
般
廃
棄
物 

燃えるごみ 

市（委託） 

排出者(直接搬入) 

許可業者 

市(直営) 溶融処理 

市（委託） 埋め立て 燃えないごみ 
市（直営） 

市（委託） 

溶融処理 

資源化 

粗大ごみ 
市（直営） 

市（委託） 

溶融処理 

資源化 

資源物 
市（委託） 
再資源化
事業者等 

資源化 － － 

し尿 市（委託） 
船橋市 

（委託） 

主処理:膜分離高

負荷脱窒素処理 

 

膜分離高負荷生

物脱窒素処理方

式＋高度処理 

－ － 

浄化槽汚泥 許可業者 
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５ 一般廃棄物の処理計画 

   循環型社会の実現を目指し、環境負荷の少ないごみ処理体系を市民・事業者・市が

一体となって形成することを目指します。 

 

（１）ごみ処理実施計画 

１） ごみの減量化・再資源化計画 

【１】減量化の方法 

＜１＞発生抑制（Reduce）の推進 

ア 発生抑制の周知啓発 

施策 具体的内容 

①  食品ロスの削減 

・ 市民に対し、食品ロスの現状や発生要因を分かりや

すく周知するとともに、家庭や事業所における削減

行動を促し、ごみの減量化につなげます。 

②  生ごみの水切り 
・ 生ごみは約８０％が水分のため、生ごみの水切りを

周知啓発します。 

③  過剰包装の抑制 
・ 広報紙やホームページによる情報発信を行います。 
・ 事業者に対して、過剰包装の抑制に協力いただくよ

う啓発を行います。 

④  
大型店、スーパー等と連携
した啓発放送 

・ 大型店等の協力のもと、店内放送で３Ｒの啓発放送

を行います。 

 

イ 事業者における減量化対策 

施策 具体的内容 

①  
多量排出事業者への減量

化・資源化計画書提出 

・ 多量排出事業者に対し、減量化・資源化計画書の提

出を通じてごみの減量化、資源化への自主的な取り

組みを促進します。 

②  現地確認の実施 

・ 多量排出事業所の現地調査を行い、計画に基づく取

り組みが行われているかを確認します。 

・ 中小事業者に対して、ごみの分別や排出についての

啓発・指導、清掃工場での搬入物の調査を行います。 

③ 減量優良事業者の紹介 
・ 積極的に減量化、資源化に取り組んでいる事業者に

ついて、ホームページで紹介します。 

 

ウ 制度の構築・適正化 

施策 具体的内容 

①  
家庭系ごみの受益者負担制

度の構築・導入に向けた検

討 

・ ごみ処理の現状について、市民への周知を継続し、

受益者負担制度の構築に向けた検討を進めます。 

・ 家庭系ごみの受益者負担制度の構築の検討にあたっ

ては市民と対話しながら、制度の効果を検証し、取

り組みを進めます。 
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②  
事業系ごみの手数料の 
適正化 

・ 家庭系ごみの受益者負担制度の構築の検討と併せ、
事業系ごみの手数料の見直しを検討します。 

③ 
習志野市廃棄物の減量及
び適正処理等に関する条
例の見直し 

・ 国では循環型社会の形成と推進のため、循環型社会
形成推進基本法をはじめ、廃棄物適正処理のための
廃棄物処理法、リサイクルの推進のための資源有効
利用促進法、個別物品の特性に応じた規制など様々
な法の整備が行われました。 
現在は、リチウムイオン電池やプラスチックごみへ
の対応が新たな課題となっており、国をあげての取
り組みも必要となっています。 
これらを考慮し、国、千葉県の動向に注視しながら、
必要に応じて条例の改正を行います。 

 

＜２＞再使用（Reuse）の推進 

施策 具体的内容 

①  リユースサイト利用の推進 
・ 令和 6 年 10 月に締結した協定に基づき、リユース

サイト「おいくら」の周知を図ることにより、リユ
ース活動を推進し、循環型社会の形成を目指します。 

 

＜３＞再生利用（Recycle）の推進 

ア 適正排出の啓発 

施策 具体的内容 

①  古紙の再生利用 
・ 燃えるごみに含まれる古紙の分別について周知啓発

し、資源物としてリサイクルすることでごみの減量
を図ります。 

②  
ペットボトルのネット袋
収集の徹底 

・ 令和４年度に導入したネット袋収集について、その
周知を徹底します。 

・ 排出状況の見える化により、適正排出の促進を促し
ます。 

③  
リチウムイオン電池の排
出に係る周知啓発 

・ 近年、誤った排出方法により清掃工場や収集車で火
災が多発しているリチウムイオン電池について、廃
棄時の危険性や被害を周知し、正しい排出方法の啓
発を行います。 

④  
小型家電回収ボックスの
設置 

・ 公共施設に家庭から排出される使用済小型家電の回
収ボックスを設置し、適正排出を推進します。 

 

イ 資源化拡大の検討 

施策 具体的内容 

①  
プラスチックごみの 

再生利用 

・ プラスチック使用製品廃棄物等のリサイクルについ
て、取り組みを進めます。 

②  
バイオマスエネルギー 

活用の検討 

・ 清掃工場の更新の基本的方向性も加味しながら、本
市にとって有効なバイオマスエネルギーの活用につ
いての検討を継続します。 



5 

 

ウ エネルギー回収・資源循環 

施策 具体的な内容 

①  
スラグ・メタルの 

リサイクル 
・ ごみの溶融処理に伴い副次的に発生するスラグ・メ

タルを再資源化します。 

②  サーマルリサイクル 

・ ごみを溶融処理する際に発生する熱エネルギーを利

用して発電し、工場で使用すると共に、余剰電力の

売電を行います。 

・ その他、工場内の設備でも余熱を利用します。 

③  
不燃物再選別による資源
回収 

・ 不燃物の再選別を行い、不燃物に含まれている資源

の回収を行います。 

 

＜４＞適正な処理の実施 

ア 収集・運搬 

施 策 具体的内容 

① 
ごみ集積所の設置等に関す

る指導 

・ 住宅分譲業者等に対して、開発行為の事前協議等の

場面で指導を行うとともに、ごみ集積所の新設・変

更・廃止についての協議を行います。 

② 
ごみ集積所の適正な管理
等に関する指導 

・ 不適正排出が確認されたごみ集積所に対して指導を

行うとともに、不法投棄禁止の看板の提供などを行

い、ごみ集積所の管理者による適正な管理を支援し

ます。 

③ 
効率的な自己搬入ごみの
搬入者住所確認と分別搬
出指導 

・ 令和３年５月より家庭ごみの自己搬入に対して、イ

ンターネットによる予約制度を導入し、効率化を図

りました。今後も引き続き、予約制の周知徹底を行

います。 

④ 環境負荷の低減 
・ 清掃工場の更新の基本的方向性を加味して、本市に

適した対応を検討します。 

⑤ 
運搬許可業者への適正指
導 

・ 適正な収集・運搬が行われるよう指導を継続します。 

 

イ 中間処理 

施 策 具体的内容 

① 
クリーンセンターの効率的

運営と情報提供 

・ 芝園清掃工場及びリサイクルプラザ（前処理施設・

再生施設）の適正な維持管理を行います。 

また、処理の状況をホームページや環境白書等で公

表します。 

② ストックヤードの整備 

・ 清掃工場の更新の基本的方向性を加味し、資源物の

貯留施設の容量不足等に対応するため、本市に適し

たストックヤードの整備についての検討を継続しま

す。 
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ウ 最終処分 

施 策 具体的内容 

① 最終処分量の削減 
・ スラグ･メタルの再資源化を行うとともに、ごみの減

量に取り組むことで、最終処分量の削減を図ります。 

② 最終処分用地の確保 
・ リスク分散のため、最終処分場を安定的に確保しま

す。 

 

＜５＞その他 

ア 環境教育・啓発の推進 

施策 具体的な内容 

①  
施設見学を通じた再生利用

の推進 

・ 小学生を対象に、クリーンセンターの施設見学を実
施し、実際にごみやリサイクルに触れる機会を通じ、
市全体で環境教育を進めます。 

②  グリーン購入の推進 

将来を見据え、Reduce（ごみ減量）や Reuse（再
使用）の考え方を、市広報紙、市ホームページ、環
境学習や施設見学等の機会を通じて市民に周知し、
環境負荷が小さい製品を選択する行動の促進を図り
ます。 

③  啓発方法の多様化 

・ 広報紙やホームページ、LINE、YouTube、ごみの
分け方・出し方冊子、町会・自治会等への回覧等に
よる情報発信を行います。 

・ 環境美化推進員に対して、ごみの分別、減量、資源
化の必要性を啓発します。 

・ 新たな情報発信のツールとして、デジタル技術を活
用してＬＩＮＥアプリの拡充を進めます。 

④  
庁内に対して本市におけ
る清掃行政の現状の共有 

・グリーン購入の推進、マイバックや分別排出の必要性
を認識してもらうことは当然のこととして、ごみに係
る現状、清掃工場の現状、生活排水の状況について、
庁内ポータルサイトや職員研修等を活用し、共有を促
進します。 

・清掃工場の更新の基本的方向性については、財政的な
面だけでなく、全市的な重要事項であることについ
て、庁内ポータルサイトの周知等を通じて、周知を進
めます。 

⑤  
リサイクルプラザからの
情報発信 

・ 適正なごみの分別、ごみの減量化や資源化の必要性
を案内・啓発します。 

⑥  教材・啓発グッズの配布 
・ 施設見学者及び各種イベントにおいて、啓発グッズ

を配布し、ごみ減量に向けた意識啓発を推進します。 

 

イ 制度の運用 

施策 具体的内容 

①  

（通称）習志野市ポイ捨て

防止条例に基づく指導員の

巡視 

・ （通称）習志野市ポイ捨て防止条例に定める市内 7

駅の重点区域において指導員による巡視及び指導を

実施し、ポイ捨て行為の未然防止を推進します。 
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②  
有価物回収運動奨励金、 
補助金の交付 

・ 有価物回収運動を推進し、運動に対して奨励金を交

付します。 

 

 ＜６＞市民・事業者・市の３者協働 

 

 

 

 

 

※基本方針 
現状基本計画の基本方針である、１．環境負荷の少ない循環型社会の構築、２．適正処理の推進、
３．ごみ処理に対する受益者負担の制度導入の必要性を丁寧に説明する。 

 

※地域との連携 

連合町会長から組織された「習志野市をきれいにする会」を中心に、連合町会の協力も得

て、環境美化活動を実施する。 
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【２】再資源化の方法 

 
区 分 内 容 

燃えないごみ 
リサイクルプラザで選別等を行い、事業者が再資源化します。 

粗大ごみ 

ビン・缶 
リサイクルプラザで磁力選別・手選別・圧縮等を行い、事業者が
再資源化します。 

ペットボトル 
リサイクルプラザで選別・圧縮等を行い、事業者が再資源化しま
す。 

新聞・チラシ 

直接問屋に搬入し、事業者が再資源化します。 

雑誌・雑紙 

段ボール 

飲料用紙パック 

古着類 

食品用白色発泡トレイ クリーンセンターに搬入し、事業者が再資源化します。 

有害ごみ 電池・蛍光管は選別し、事業者が再資源化します。 

有価物回収 

アルミ缶、スチール缶、新聞・チラシ、雑誌・雑紙、段ボール、

飲料用紙パック、古着類、再利用ビン、雑ビン、カレットを町会

やＰＴＡなどの登録団体が回収し、資源回収業者に引渡します。 

その後、事業者が再資源化します。 
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２）収集・運搬計画 

 【１】収集・運搬する廃棄物の排出方法、収集回数・方法 

区 分 主な品目 排出方法 
収集回数 
・方法 

燃えるごみ 

生ごみ・紙類（資源物以外）・ぼろ布・
食用油・ビニール・プラスチック・
ゴム・皮革製品・木の枝・衛生用品・
発泡スチロールなど可燃性のもの 

市指定のごみ袋
または透明・半透
明の袋 
 
※ 小型家電製品の

一部は、専用回

収ボックスにお

いて拠点回収 

週３回 
ごみ集積所
にて収集 

燃えないごみ 

金属類・陶磁器類・ガラス・傘・刃
物・鏡・白熱灯・小型家電製品※・電
気コード・掃除機・汚れの落ちない
ビン、など、不燃性のもの 

月２回 
ごみ集積所
にて収集 

粗大ごみ 
たて、よこ、高さのいずれか一辺が
50cm 以上、２ｍ以下のもの 

1.電話・インター
ネットによる
申込み後、粗大
ごみ処理券を
購入・貼付し、
指定日に指定
場所に出す。 

2.インターネッ
トで事前予約
の上、直接清掃
工場へ搬入 

その都度、指
定場所にて
収集 

有害ごみ 

蛍光灯・水銀体温計・乾電池・カセ
ット式ガスボンベ・スプレー缶・ラ
イター・アスベストを含む家庭用品・ 
リチウムイオン電池使用製品 

品 目 ご と に 透
明・半透明の袋 

月１回 
ごみ集積所
にて収集 

資
源
物 

ビン 
無色・茶色・その他の色の飲料用及び
食料用ビン等 

透明・半透明の袋
で一緒に排出 
※ 一部地域におい

て、缶は専用ネ

ット袋で排出 

週１回 
ごみ集積所
にて収集 

缶 飲食用缶（アルミ・スチール） 

ペットボトル 飲料等の容器 

専用のネット袋
へキャップと共
に排出 
※ 令和4年度より

市内全域で実施 

古
紙
類 

新聞・チラシ 新聞・チラシ 

対象物ごとにひ
もで束ねて排出 
※ 雑紙は紙袋で 

排出可能 

雑誌・雑紙 
書籍・週刊誌・カタログ・菓子箱・
包装紙・メモ紙など 

段ボール 段ボール 

飲料用紙 

パック 

牛乳・ジュース等の紙パック 
（内側がアルミ箔の物は除く) 

古着類 
シャツ・トレーナー・ズボン・スカ
ート等の衣類 

透明・半透明の袋 

食品用白色発
泡トレイ 

食品用の白色発泡トレイ 
常設の回収箱 
（専用ボックス） 

公民館等で
の拠点回収 
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【２】排出禁止物 

  ＜集積所等に排出してはならないもの＞ 

区 分 品 目 

① 
特別管理一般廃棄物 
に指定されている物 

ＰＣＢ使用部品、ばいじん、ダイオキシン類含有物、
感染性一般廃棄物 

② 有毒性物質を含む物 
農薬、殺虫剤、有毒性のある薬品の容器、強酸性の物
質、強アルカリ性の物質 

③ 危険性のある物 
揮発油（ガソリン、塗料等）、灯油、ガスボンベ、火
薬類、バッテリー、廃油類、消火器 

④ 著しく悪臭を発する物 汚物 

⑤ 
容積、重量又は長さが 
著しく大きい物 

鍵盤楽器（ピアノ、電子ピアノ、オルガン等）、耐火
金庫、建物設備（浴槽、便器、太陽熱温水器等）、建
築廃材、大型健康器具、電動スポーツ用品（トレーニ
ングマシン、マッサージチェア等）、強化プラスチッ
ク製品（バンパー、カウル、エアロパーツ等） 

⑥ 
その他 
市で処理できない物 

コンクリート製品（ブロック、ガラ等）、レンガ、か
わら、タイル、土、砂、石、大型木材、エアコンディ
ショナー、テレビジョン受信機（ブラウン管式のもの、
液晶式のもの（電源として一時電池又は蓄電池を使用
しないもの）及びプラズマ式のもの）、電気冷蔵庫、
電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機、廃タイヤ、パ
ーソナルコンピュータ本体及びモニター又はディスプ
レイ、油圧式器具、エンジン、自動二輪車（原動機付
き自転車を含む） 
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＜集積所等に排出してはならないものの処理方法＞ 

品 目 処理方法 

① 

特定家庭用機器再商品化法（家電リ
サイクル法）対象４品目（エアコン、
テレビ(ブラウン管式・液晶式・プ
ラズマ式)、電気冷蔵庫・電気冷凍
庫、電気洗濯機・衣類乾燥機） 

排出者が購入店等で引取りを依頼するか、
自ら指定引取り場所に持ち込む。又は、市
が許可した一般廃棄物収集運搬業者に収集
運搬を依頼する。 

② 

パソコン（デスクトップパソコン本
体、ノートブックパソコン、ＣＲＴ
ディスプレイ、液晶ディスプレイ、
ＣＲＴ又は液晶ディスプレイ一体
型パソコン） 

排出者がメーカーに回収を依頼、または本
市が協定を締結した「小型家電リサイクル
法」の認定業者による宅配便の回収サービ
スに依頼する。なお、上記を含め回収が困
難なパソコンの場合は、「一般社団法人パソ
コン３Ｒ推進協会」に回収を依頼する。 

③ 
自動二輪車（原動機付き自転車を含
む） 

二輪車リサイクルシステムに基づき、排出
者が廃棄二輪車取扱店に収集を依頼する
か、持ち込む。又は、指定引取場所に持ち
込む。 

④ 消火器 

消火器リサイクルシステムに基づき、排出
者が特定窓口（販売代理店等）に引取りを
依頼するか、特定窓口や指定引取り場所（メ
ーカー営業所等）に持ち込む。又は、郵送
で回収を依頼する。 

⑤ ガソリン、灯油 
ガソリンスタンド等の販売店又は専門業者
に排出者が引取りを依頼する。 

⑥ 
自動車・オートバイ部品（バッテリ
ー、タイヤ、ホイール等） 

カーショップなどの販売店又は専門業者に
排出者が処理を依頼する。 

⑦ 
ピアノ、耐火金庫（手提げ金庫を除
く） 
農薬などの薬品 

販売店、メーカー、専門業者等に排出者が
処理を依頼する。 

⑧ 
引越し等により一時的に多量に発
生する廃棄物 

習志野市クリーンセンターへ搬入するか、
市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に収
集運搬を依頼する。ただし、いずれの場合
も同センターの受け入れ基準に従うものと
する。 

⑨ その他の排出禁止物 
排出者が自ら処理するか、専門業者又は購
入店・販売店に引取りを依頼する等適正に
処理する。 
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【３】市民の義務に関して 

    ごみ集積所利用者は、廃棄物が飛散し、流出し、又はその悪臭が発生しないように

するとともに、ごみ集積所を常に清潔にする努力義務があることを周知します。 

 

【４】収集区域の範囲 

や

屋敷 火・木・土 第１・第３　月 水 第２　月

谷津1･2･3･4･7丁目 月・水・金 第１・第３　木 火

谷津町 月・水・金 第２・第４　土 火 第１　土

第２　木

谷津5･6丁目 月・水・金 第２・第４　土 火 第１　土

第１　月

も 本大久保 火・木・土 第２・第４　金 月 第１　金

み
実籾 火・木・土 第２・第４　月 水 第１　月

実籾本郷 火・木・土 第２・第４　月 水

第２　水

ふ 藤崎 月・水・金 第２・第４　木 土 第１　木

ひ
東習志野1･2･3丁目 火・木・土 第２・第４　水 金 第１　水

東習志野4･5･6･7･8丁目 火・木・土 第１・第３　水 金

第２　土

は 花咲 火・木・土 第２・第４　水 月 第１　水

つ
津田沼1･2･3丁目 月・水・金 第２・第４　火 土 第１　火

津田沼4･5･6･7丁目 月・水・金 第１・第３　土 木

さ
鷺沼 月・水・金 第２・第４　土 木 第１　土

鷺沼台 火・木・土

そ 袖ケ浦 月・水・金 第１・第３　火 木 第２　火

第１・第３　金 月 第２　金

し 新栄 火・木・土 第２・第４　月 水 第１　月

第２　月

か
香澄 月・水・金 第２・第４　火 土 第１　火

奏の杜 月・水・金 第１・第３　木

お
大久保1･2丁目 火・木・土 第１・第３　金 月 第２　金

大久保3･4丁目 火・木・土 第１・第３　月 水

火 第２　木

い 泉町 火・木・土 第１・第３　月 金 第２　月

あ 秋津 月・水・金 第１・第３　土 木 第２　土

地　　　区
燃えるごみ
週３回

燃えないごみ
月２回

資源物
週１回

有害ごみ
月１回
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３）中間処理計画 

 【１】搬入される廃棄物の搬入者別の内訳 

  Ⅰ．家庭系一般廃棄物 

区 分 搬入者 
搬入 
施設 

処理方法等 

燃えるごみ 
市 

(委託) 
排出者 

芝
園
清
掃
工
場 

（
市
施
設
） 

溶融処理を行い、その際に発生する熱エネ
ルギーを利用して発電し、工場で使用する。
余った電気は、売電します。 

燃えないごみ 
市 

(直営・委託) 
排出者 リ

サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ(
市
施
設) 

金属類を選別し、資源化を行います。 
処理残渣は清掃工場で溶融処理します。 

粗大ごみ 
市 

(委託) 
排出者 

金属類を選別し、資源化を行います。 
処理残渣は清掃工場で溶融処理します。 

有害ごみ 
市 

(直営) 
排出者 

水銀等が含まれているものは、クリーンセ
ンターで一時保管後、専門業者が処理・再
資源化します。 

資
源
物 

ビン・缶 市 
(委託) 
排出者 

無色・茶色・その他色に選別し、資源化を
行います。 
スチールとアルミに選別し、資源化を行い
ます。 

ペットボトル 異物等を除去し、資源化を行います。 

※ 古紙（新聞・チラシ、段ボール、雑誌・雑紙、飲料用紙パック）・古着類は、 

再資源化事業者へ直接引き渡します。 

 

  Ⅱ．事業系一般廃棄物 

 

区 分 搬入者 
搬入 
施設 

処理方法等 

燃えるごみ 

市 
(委託) 
許可業者 

排出者 
 

芝
園
清
掃
工
場 

（
市
施
設
） 

溶融処理を行い、その際に発生する熱エネルギ
ーを利用して発電し、清掃工場で使用する。余
った電気は、売電します。 

燃えないごみ リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ 

(

市
施
設) 

金属類を選別し、資源化を行います。 
処理残渣は清掃工場で溶融処理します。 

粗大ごみ 
金属類を選別し、資源化を行います。 
処理残渣は清掃工場で溶融処理します。 

資源物 選別及び再資源化事業者へ引き渡します。 
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【２】残渣の量及び処分方法 

区分 
処理 

主体 
搬出先 計画量 処理方法等 

溶融 

飛灰 

市 
（委託） 

(株)ウィズウェイストジャパン
（青森県三戸郡三戸町） 

500t  最終処分場で埋立て処理 

グリーンフィル小坂(株) 
（秋田県鹿角郡小坂町） 

850t  最終処分場で埋立て処理 

（株）エコス米沢 
（山形県米沢市） 

50t  最終処分場で埋立て処理 

メルテックいわき(株) 
（福島県いわき市） 

30t  中間処理施設で再資源化 

 

 

４）最終処分計画 

最終処分場名 所在地 埋立地面積 全体容量 

三戸ウェイストパーク 
青森県三戸郡 

三戸町 
８３，２００㎡ １，６６４，０００㎡ 

グリーンフィル小坂 
秋田県鹿角郡 

小坂町 
９１，４００㎡ ２，７００，０００㎡ 

（株）エコス米沢 山形県米沢市 ３１，６００㎡ ３６０，６１１㎡ 
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５）現有施設の状況 

【１】焼却（溶融）処理施設 

施設名 芝園清掃工場 

所在地 習志野市芝園３丁目２番１号 

処理能力 219 t/日 （73 t/日×3 炉） 

処理方法 ガス化・高温溶融一体型直接溶融炉 

稼働年月 平成 14 年 11 月 

 

【２】粗大ごみ・資源物・不燃ごみ処理施設 

施設名 リサイクルプラザ（前処理施設） 

所在地 習志野市芝園３丁目２番２号 

処理能力 

49.65 t/5 h 

（可燃性粗大 15.65t/5h、不燃性粗大・不燃ごみ

19.05t/5h、ペットボトル 4.85t/5h、ビン・缶 10.1t/5h） 

処理方法 破砕および選別（手選別を含む） 

稼働年月 平成 8 年 4 月 

  

【３】一般廃棄物の減量化・資源化啓発・リサイクル活動推進施設 

施設名 リサイクルプラザ（再生施設） 

所在地 習志野市芝園３丁目２番２号 

設置室 
会議室・研修室 

掲示・ロビーコーナー 

稼働年月 平成 8 年６月 
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（２） 生活排水処理実施計画 

１）生活排水（水洗便所し尿又は生活雑排水を処理する場合に限る。）処理計画 

 区域 人口 
処理主体 

収集・運搬 処理・処分 

水洗化・生活雑排
水処理人口 

全市域 １７４，７６３人 ― 市 

※ 人口は、基本計画中の計画処理区域内常住人口（R8 年度）であり、「市推計補正値」とし

ます。 

２）し尿・浄化槽汚泥の処理計画 

し尿の収集・運搬は、市が委託した業者が行い、浄化槽汚泥の収集・運搬については、

市が収集・運搬を許可した業者により行います。 

【１】し尿・浄化槽汚泥の計画量（R８年度） 

 

 

 

 

 

【２】し尿・浄化槽汚泥の処理主体 

 

 

 

 

 

【３】し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬計画 

 

 

 

 

 

  

３）中間処理計画 

し尿及び浄化槽汚泥は、船橋市西浦処理場に搬入し、その処理を委託により行います。 

 

処理施設の概要（令和 4 年 4 月 1 日より船橋市で処理開始） 

  

 

 

 

 

 

種 類 計画排出量 

し   尿 ２９２kl 

浄化槽汚泥 ２，７３８kl 

合   計 ３，０３０kl 

 区域 
処理主体 

収集・運搬 処理・処分 

し   尿 全市域 市（委託） 船橋市 

浄化槽汚泥 全市域 許可業者 船橋市 

種 類 収集回数 収集の方法 

し   尿 
定期 月１回 

バキュームカーによる汲み取り 
臨時 随時 

浄化槽汚泥 定期清掃時 バキュームカーによる汲み取り 

施 設 名 船橋市西浦処理場 

所 在 地 船橋市西浦 1 丁目４番 1 号 

処理能力 １８０㎘／日 

処理方法 膜分離高負荷生物脱窒素処理方式 

稼働年月 平成１１年４月 


